
 

サプライヤ倫理綱領 

シスコがお客様及びサプライヤ各社とのお取引において最も尽力している点は、最高水準の

製品と誠実な業務の実現です。従って、シスコサプライヤならびにその担当者である弊社社員

はいずれも、最高水準の誠実さ、公正さ、品位をもって行動することが求められています。弊

社の名声を保つには、あらゆる適用法規を遵守するだけでなく、不穏当または利害対立と見

られそうな行為を避けることにより、高度な倫理規範を維持することが不可欠です。 

こうした基準を満たし堅持しながら、サプライヤである貴社と弊社が関係を深めていくため、下

記の倫理綱領に同意し、常にその標準に基づいて弊社とお取引いただけますよう貴社にお願

い申し上げます。つきましては本パッケージに含まれるフォーム 4 の倫理綱領に関する保証に

ご署名の上、ご提出いただくことが必須ですが、その手続きを怠った場合、弊社との取引資格

を失う可能性がありますのでご注意下さい。 

さらに、本綱領の条項に違反すると、シスコサプライヤとしての資格を失うだけでなく、貴社全

体及び違反に関係した個人に対して重大な罰則が科せられる可能性もあります。 

「サプライヤ」とは弊社に製品やサービスを販売・提供する、または販売を希望する企業等の

組織を総称し、その社員、代理人、代表者も含まれます。本綱領についてご質問がございま

したら、以下の方法で弊社の倫理担当室（Ethics Office）までお問い合わせ下さい。  

倫理担当室の電話番号 

地域 有料/無料 電話番号及び連絡方法 

北米地域 フリーダイヤル (877) 571-1700 

北米以外の地域 コレクトコール 

オペレータに米国の下記電話番号にコレクトコールをかけたい旨

を伝えます：770-776-5611 

オペレータがお名前を尋ねますので、匿名をご希望の場合には

「Cisco Systems」とお答え下さい。  

 

 

 

 



電子メールでのお問い合わせ 

倫理担当室のメールアドレス 

メールアドレス 区分 

ethics@cisco.com 倫理綱領に関する一般的なご質問やお問い合わせ 

cobc@cisco.com ビジネス行動規範（Code of Business Conduct）に関するご質問や、違反の疑いのある行動に

ついてのお問い合わせ 

auditcommittee@cisco.com Cisco 社監査委員会へのお問い合わせ  

郵便でのお問い合わせ 

匿名での連絡を希望される場合は、監査委員会に以下の宛先まで郵便でお問い合わせ下

さい。 

Cisco Systems, Audit Committee  
105 Serra Way, PMB #112  
Milpitas, CA 95035 

倫理綱領 

1. シスコサプライヤは、弊社との契約を通してサプライヤにも履行義務の発生する、行政機関

との契約要求事項など、サプライヤ及び弊社との取引に適用する全ての法令、規制、ポリシ

ーを遵守する。これには小企業を対象とする規則、差別是正措置（Affirmative Action）、

雇用機会均等（Equal Employment Opportunity）法、米国政府との取引を中止または禁

止された企業に関する規制などが含まれるが、これらに限定されるものではない。 

2. サプライヤ企業またはその代表者や従業員は、シスコ社との取引を有利に進めるために、

弊社社員に見返り（キックバック）、特別な計らい、謝礼、接待など有価報酬を贈与してはな

らない。同様に、弊社社員もそのような有価贈与を求めてはならない。こうした規制はサプライ

ヤ及び弊社の社員の近親にも適用される。サプライヤへの有利な計らいを意図したものではな

く、賄賂、見返り、謝金など不都合な有価贈与に見えない限り、弊社社員が贈与品を受け

取ることは禁止されていない。但し、(1) 価値が$100 以下であること、(2) 公表してもシスコ社

にとって不都合でないこと、(3) シスコ社の商慣行に矛盾しないこと、(4) 適用法規に違反しな

いことを前提とする。なお弊社社員が、サプライヤの優良新規公開株（IPO）を受け取ることは

禁じられている。 

3. シスコサプライヤは、弊社との間で利害対立を生じるような金銭的な関係等を弊社社員と

結んではならない。利害対立とは、弊社社員の個人的な利害が、弊社内での同社員の義

務に矛盾する状態をいう。そのような対立状態は全て開示し是正されなければならない。 利



害対立に見えるだけでも弊社及びサプライヤにとって不利となり得るため、開示した上で弊社

管理部の承認を得る必要がある。 

4. シスコサプライヤは、入札談合、価格操作、価格差別など、米国連邦または州の独占禁

止法に違反するような不公正取引に加担してはならない。 

5. シスコサプライヤは、全ての適用品質要求事項をはじめ、弊社との契約で規定されたあらゆ

る要件を満たすように製品を供給する。 

6. シスコサプライヤは、弊社との取引においてサプライヤまたは弊社社員が不適切な行為を働

いた場合（既成事実か単なる被疑かを問わず）、直ちに弊社の倫理担当室に電話（(877) 
571-1700）で通報する。 

 


